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令和２年度 施政方針 

令和２年３月 10日 

 

令和２年３月定例会に際し、ご参集をいただき、誠にありがとうござ

います。 

 

まずは、新型コロナウイルスについて一言申し上げます。 

ご承知のとおり、新型コロナウイルス感染症が、県内でも発生してお

ります。町といたしましては、感染予防対策に万全を期すため、対策本

部を設置するとともに、各種イベントや事業の中止・延期、学校の臨時

休業、町立施設の休館の措置を講じるとともに、各種関係機関と連携を

図りながら、町ホームページ、防災行政無線などにより、町民に情報を

提供しているところでございます。 

現状では、町内に蔓延している状況にはなく、町民の皆さまには、過

剰に心配することなく、冷静な対応をお願いいたします。 

 

さて、本町におきましては、平成２３年３月に策定しました「第５次

熊野町総合計画」が令和２年度で最終年度を迎えます。これまで、目指

す将来像「ひと まち 育む 筆の都 熊野」の実現に向け、着実にま

ちづくりを進めてまいりました。 
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しかしながら、平成３０年７月の豪雨災害の影響もあり、本町の財政

状況は、基金が減少し、町債は過去最高の残高を記録しております。ま

た、今後も少子高齢化や公共施設の老朽化など、非常に厳しい状況が続

くことが予想されます。 

こうした状況にありながらも、復旧・復興を進め、必要な行政サービ

スを提供していかなくてはなりません。町の将来を見据え、強い信念を

持って、選択と集中の視点に立った行政運営を進めていきたいと考えて

いるところです。 

 

それでは、令和２年度の予算案、並びに諸案件のご審議をお願いする

に当たり、私の所信及び町政の基本方針を申し述べさせていただきます。 

 

〔町政を取り巻く経済・社会情勢〕 

はじめに、町政を取り巻く経済・社会情勢について申し上げます。 

 

政府の経済見通しによりますと、雇用・所得環境の改善が続き、経済

の好循環が進展する中で、内需を中心とした景気回復が見込まれており

ました。しかし、ここにきて急速に感染が拡大した新型コロナウイルス

感染症によって、経済状況の見通しは不透明であると言わざるを得ませ

ん。国の緊急対応策にも対応できるよう、しっかりと今後の動向を注視
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してまいります。 

また、政府の予算基本方針におきましては、少子高齢化対策、一億総

活躍社会の実現、「人づくり革命」「働き方改革」のための対策推進や、

社会保障全般にわたる持続可能な改革を進め、加えて、自然災害からの

復興や国土強靱化、観光・農林水産業をはじめとした地方創生に取り組

むとされております。 

本町におきましても、国の動向を注視しながら取り組みを進めるとと

もに、こうした国の動きに合わせた本町の各種施策を行うことで、昨年

定めた、「熊野町災害復興計画」の目的でもある、町民の皆さまが安心し

て暮らし続けることができるとともに、誰もが住んでみたいと思える、

未来へつながる復興に繋げてまいりたいと考えております。 

 

〔令和２年度町政運営の基本方針と具体的な取組み〕 

それでは、このような情勢を念頭においた、令和２年度の町政の基本

的な方針と具体的な取り組みにつきまして申し上げます。 

まず、第一に、令和２年度は、「熊野町災害復興計画」を踏まえた各種

取組に対して、優先的に予算を配分し、町民が安心して暮らし続けるこ

とができるとともに、誰もが住んでみたいと思える町への復興に取り組

んでまいります。 

第二に、「第５次熊野町総合計画」が、令和２年度に最終年度を迎える
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ため、総合計画のまちづくりの基本理念に沿った施策の、再確認を行っ

たうえで、目指す将来像である「ひと まち 育む 筆の都 熊野」の

達成に取り組んでまいります。 

 

第三に、これら施策を支える財政運営についてでございます。 

災害対応、減災・防災対策の強化、子ども子育て支援の充実などの行

政需要の増加に適切に対応するため、既存事業の見直しや、事業の抑制

に一層取り組み、健全財政の維持に努めてまいります。 

それでは、令和２年度当初予算の部門ごとの取り組みの一端を説明さ

せていただきます。 

 

〔復旧・復興に向けた取組み〕 

まずは、豪雨災害からの復旧・復興についてです。令和２年度も引き

続き、全部門が一丸となり、復旧・復興に関連した事業実施をさらに加

速させ取り組んでまいります。 

はじめに、「住まい・生活の再建」に関する取り組みでございます。 

被災者の総合的な支援を行う「地域支え合いセンター」活動を引き続

き行ってまいります。見守り・巡回訪問など、被災者の方に寄り添いな

がら、引き続き生活の再建と自立の支援に取り組んでまいります。 

児童生徒につきましても、学校、教育委員会、関係機関が連携し、今
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後も心のケアに努めてまいります。 

また、大原ハイツにおいて、平成３０年７月豪雨により犠牲となられ

た方々を追悼するための場を整備いたします。この整備にあたりまして

は、地元、大原ハイツにお住まいの方々のご意見を伺いながら事業を進

めてまいります。 

次に、「安全なまちへの復旧・復興」に関する取り組みでございます。 

平成３０年７月豪雨により被災した河川や道路などの公共土木施設

の復旧工事につきましては、引き続き着実に推進し、令和２年度末まで

に完成させるよう取り組んでまいります。 

また、国、県施工による砂防・治山ダムにつきましては、事業化され

たものから順次、実施されております。こちらも施工業者や工事資材の

不足により遅れは見えますが、着実に進めていただいております。 

次に、ゆるぎ観音駐車場と町界までの登山道についてですが、地元団

体との協働により３年計画で再整備を進めております。また、林地崩壊

防止事業として、町有緑地や林地の法面復旧工事を進めてまいります。 

続いて、「災害対応力の強化」に向けた取り組みでございます。 

ソフト面の整備といたしまして、平成３０年７月豪雨による被害を風化

させることなく、その教訓を後世へ伝承するため、被災誌を作成します。 

また、初めての取り組みとして、熊野町防災フェアを開催したいと考

えております。起震車による地震体験や土砂災害体験装置などにより、
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来場していただいた方に自ら体験をしていただくメニューを多く揃え、

防災・減災意識の向上を図ります。開催時期につきましては、４月中を

予定していましたが、新型コロナウイルスの影響により延期としました

ので、今後適正な時期に実施したいと考えております。 

防災教育に関しましては、児童生徒への防災意識啓発と危機回避能力

等を身に着ける教育に向け、引き続き教職員を対象とした防災研修の充

実を図ります。 

各公民館、交流館においては、令和２年度も防災講演会を開催するな

ど、住民の更なる防災意識啓発に努めてまいります。 

ハード面の整備といたしましては、令和元年度から取り組んでまいり

ました、防災行政無線のデジタル化整備工事が令和３年２月に完了いた

します。この整備に合わせ、無線放送による情報伝達に加え、登録制メ

ールや防災アプリなど様々なメディアを活用した情報伝達手段を確保

し、町民の皆さまに避難勧告等の緊急情報を確実に伝達できるシステム

を構築します。 

同じく、令和元年度から取り組んでまいりました、東部地域の新たな

防災拠点施設となる仮称・東部地域防災センターにつきましても、令和

２年度で整備が完了いたします。 

また、避難情報の発令時に、円滑かつ確実に避難行動ができるよう、

東部地域防災センターや袋小路団地に繋がる狭隘な道路の拡幅や待避
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所等の避難路整備も引き続き進めてまいります。 

〔総務部門〕 

続きまして、総務部門でございます。 

総合計画につきましては、昨年度に引き続き、第６次熊野町総合計画

の策定作業を進めてまいります。昨年度、友好都市協定を締結しました

三重県熊野市と、まずはイベントへの相互参加等から交流事業を進めて

まいります。 

次に、香草等利活用推進事業につきましては、新たな観光資源開発の

ため、平成３０年から香草や薬草などの園芸産品の開発に取り組むワー

クショップやイベントを実施しております。令和２年度も引き続き実施

し、本町の新たな魅力発掘と町全体の活性化推進に努めてまいります。 

次に、筆産地の歴史と文化を生かした出会いと交流のあるまちづくり

でございます。筆産業の振興と筆文化の継承を目的として建設した「筆

の里工房」は、昨年、開館２５周年を迎え、熊野町における観光拠点と

して、引き続き筆産業の振興と筆文化を広く周知する役割を継続させて

まいります。 

商工振興事業では、平成２８年にくまの産業団地で操業を開始された

事業所に対し、固定資産税と同額の企業立地奨励金を令和２年度も引き

続き交付してまいります。この奨励金は５年間交付し、本町における当

該企業の安定的な操業を図り、町経済の発展等に努めてまいります。 
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〔民生部門〕 

次に、民生部門でございます。 

令和２年度から事務組織機構の改編の一つとして、住民視点に立った

サービスを展開するため、税務・住民窓口を組織的に統合し、税務住民

課、収納管理課を設置いたします。住民ニーズを踏まえた窓口サービス

を充実させるとともに、税等の収納対策や納税相談等の体制を強化して

まいります。 

また、亡くなられた町民の方の手続きについて、ご遺族の方の負担を

少なくできるよう支援する「おくやみ窓口」を開設いたします。 

住民基本台帳等事業では、住民基本台帳や戸籍に関する基礎データの

正確性を確保し、システムの適正な管理を行うとともに、引き続き丁寧

で迅速な窓口対応に努めてまいります。 

また、昨年３月から開始しています住民票などの各種証明書のコンビ

ニ交付サービスにつきましても適正な運用に努め、交付の際に必要とな

る「マイナンバーカード」のさらなる普及促進を図ってまいります。 

子育て支援施策におきましては、令和２年度から令和６年度までを計画

期間とする「第２期熊野町子ども・子育て支援事業計画」の、具体施策と

目標指標を踏まえつつ、各種事業の進行管理を行うこととしております。 

次世代育成支援対策事業におきましては、新たにスマートフォンで管

理する「母子健康手帳アプリ」を導入し、妊娠・出産・育児までを継続
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してサポートしてまいります。また、昨年度から民間事業者の協力のも

と実施しております「子ども地域見守りネットワーク事業」につきまし

ては、引き続き実施してまいります。 

くまの・こども夢プラザ管理運営事業におきましては、くまの・こど

も夢プラザに保健師等の専門職を配置し、くまの版ネウボラの相談支援

拠点とすることで、相談支援体制の充実を図ってまいります。 

また、子育て支援センター事業としましては、親子の絆づくりプログ

ラムや育児相談、各種講座、ファミリーサポートセンター事業等を継続

して実施してまいります。 

保育所等運営事業におきましては、女性の社会参加の促進などにより、

特に０歳児から２歳児の保育ニーズが増加傾向にあるため、年度途中に

おいて待機児童が生じないよう、保育所・認定こども園を運営する法人

と連携を図りながら、取り組んでまいります。 

また、放課後児童健全育成事業におきましては、放課後に児童が安心

して過ごせる生活の場を確保することで、引き続き共働き家庭等を支援

してまいります。 

感染症対策事業におきましては、新型コロナウイルス感染症の今後の

動向を踏まえて、柔軟に対応するとともに、風しん追加対策は継続して

実施し、１０月から定期接種化されるロタウイルスの予防接種の円滑な

実施に努めてまいります。 
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また、乳幼児や高齢者等に対して、予防接種法に基づき予防接種を実

施するとともに、新型コロナウイルスをはじめとする各種感染症に対す

る正しい知識の普及啓発に努め、町民の安心・安全を第一に迅速な対応

に取り組んでまいります。 

保健衛生総務事業におきましては、自殺対策事業として、このたび自殺

対策基本法に基づき策定いたします「いのち支える熊野町自殺対策計画」

を踏まえ、自殺予防について、住民への啓発と周知を図ってまいります。 

母子保健事業におきましては、新たに妊娠後期における面談や母乳育

児支援等を実施することで、子育て世代が安心して子どもを産み育てら

れる環境づくりを進めてまいります。 

高齢者施策でございますが、高齢者施策の基本となる、「高齢者保健福

祉計画・介護保険事業計画」の第８期の策定年度となります。団塊の世

代が７５歳以上になる２０２５年を見据え、また、その後も続く高齢化

と現役世代の人口減少などを踏まえて計画を策定してまいります。 

障害者施策では、現在の「第５期障害福祉計画」、「第１期障害児福祉

計画」が令和２年度に計画期間の最終年度を迎えることから、障害福祉

サービスのニーズ把握に努め、令和３年度から３年間の計画策定を行っ

てまいります。 

また、障害者手帳のカード化、精神障害者の方に対する医療費助成の

創設につきましては、国、県の動向を注視しながら、地域包括支援シス
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テムの構築を図ってまいります。 

環境対策としましては、公衆衛生活動を実施する団体や、小型合併浄

化槽の設置に対し引き続き補助金を交付し、公共用水域の水質保全を図

るとともに、町民の環境意識の高揚に努めてまいります。 

消費者対策としましては、手口が巧妙化する悪質な特殊詐欺などに対

応するため、相談窓口を週５日開設するとともに、週２回の消費生活相

談員の確保に努め、広く住民への被害を未然に防ぐための啓発や情報提

供を、より充実させる体制の強化に取り組んでまいります。 

また、海田警察署熊野交番の移転に伴い、月２回、くまの・こども夢

プラザにおきまして防犯相談窓口を引き続き開設いたします。 

 

〔建設部門〕 

次に、建設部門でございます。 

町道局部改良事業として、通学路における交差点改良や、狭隘道路の

部分的な拡幅等を実施し、道路交通の円滑な利便性と、安全性を高めて

まいります。また、町内の幹線道路である町道中溝萩原線と萩原中央線

を結ぶ町道福垣内二反田前地線で、道路改良を実施し、交通安全ネット

ワークの向上を図ってまいります。 

「町道深原公園線・鞘ノ河内工区新設事業」では、新設される県道瀬

野呉線バイパスから深原地区の準工業地域へのアクセス道路を引き続
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き整備してまいります。 

筆の里工房周辺整備事業につきましては、実施設計を行うとともに、

駐車場部分を先行して整備してまいります。 

 次に、町内の県道整備でございます。現在実施中の「県道矢野安浦

線」の川角交差点から呉地地区までの改良及びバイパス事業、また、深

原地区の「県道瀬野呉線バイパス事業」につきましては、災害復旧対応

で一時、事業が中断しておりましたが、既に再開されております。 

「県道矢野安浦線」につきましては、「広島熊野道路」の本年１２月の

無料化と併せ、令和２年度中の完成を目指しております。 

次に、町の総合計画を踏まえて、都市計画マスタープランの改定を行

い、町の将来像や土地利用などの基本方針を明らかにした「まちづくり」

の指針を定めてまいります。 

また、広島県及び県内の全市町が連携し、今月１９日から開催する花

と緑の祭典、『全国都市緑化 フェア「ひろしま はなのわ ２０２０」』

の成功に向けて取り組んでまいります。 

次に、子育て世代の定住を促進するため、一定要件の住宅取得者に対

し交付金を支給する「子育て世代 住むならくまの応援事業」を引き続き

実施し、若年層の定住化を促進し、人口の維持、地域の活性化を図って

まいります。 

次に、「公共下水道事業」でございますが、汚水管路の老朽化対策とい
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たしまして、熊野団地内において、老朽度の高い箇所の改築更新工事を

延長約３５０メートル実施する予定でございます。 

また、人口３万人未満の自治体については、令和５年度までの公営企

業への移行が、国から要請されており、公営企業法の適用に向けて、引

き続き準備を進めてまいります。 

次に、「上水道事業」でございます。城之堀地区と呉地地区において未

給水地区の配水管整備を行うほか、引き続き熊野団地内の老朽管を計画

的に更新してまいります。また、県道矢野安浦線の道路改良工事に伴い、

支障となる水道本管の移設を受託工事で実施いたします。 

 

〔教育部門〕 

次に、教育部門でございます。 

学校支援においては、各学校に学校支援員を配置し、教職員の負担軽

減を図ることにより、児童生徒に寄り添う時間を確保します。 

また、介助員・配慮児童支援員を配置し、配慮を必要とする児童生徒

への細やかな対応を行ってまいります。各中学校には、生徒指導相談員

やスクールソーシャルワーカーを配置し、各学校の生徒指導主事とも連

携し、不登校や学習相談に対応してまいります。 

学校・家庭・地域の連携強化の面においては、令和２年度からすべて

の小・中学校に学校運営協議会を設置し、コミュニティ・スクールの推
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進に努めます。 

令和２年度からの小学校新学習指導要領への対応については、外国語

教育については、これまで先行的に配置しておりました外国人講師によ

る英語指導助手を令和元年度と同様に配置します。 

また、プログラミング教育につきましては、タブレット端末を活用し

た授業や、各教科におけるプログラミング的思考を育成するための工夫

された授業づくりの推進を図ってまいります。 

教育のＩＣＴ化に向けた環境整備につきましては、国の掲げる「ＧＩ

ＧＡスクール構想」の実現に向け、熊野町においても全児童生徒を対象

に、1 人 1 台の端末を複数年で整備することとし、令和２年度はその基

盤となる大容量の高速通信ネットワークの整備を進めてまいります。ま

た、既に中学校では導入済みのデジタル教科書を小学校にも導入し、Ｉ

ＣＴ機器を活用した授業づくりの展開に繋げてまいります。 

次に安全、安心できる施設整備におきましては、児童生徒及び保護者

からも要望が多かった学校トイレの洋式化を全ての町立小・中学校で進

めてまいります。合わせて、災害時には避難所となりうる学校体育館に

多目的トイレを設置するとともに、令和元年度に引き続き学校体育館照

明のＬＥＤ化に取り組んでまいります。 

このほか、安全対策としまして、熊野第三小学校の擁壁改修、熊野第

四小学校の屋外階段改修工事を実施いたします。 
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次に、生涯学習についてでございます。 

まず、社会体育施設の整備といたしまして、町民体育館の照明を、現

在の水銀灯からＬＥＤ灯へと改修いたします。 

これにより、電気代の削減を図りつつ、より明るい環境のもとでスポ

ーツを楽しんでいただける施設にするとともに、災害時には避難所とし

て使用されることから、夜間の照度調整等も可能で、より適切に照明管

理が行える器具へと改修してまいります。 

次に熊野町が平成２４年度から推進しております「くまどく」事業の

更なる充実に努めてまいります。令和２年度は、子どもだけでなく大人

の読書推進も目的とした「第４回くまどくフォーラム」の開催を予定し

ており、このフォーラムの中で、自分の好きな本を持ちよって紹介しあ

うゲーム「ビブリオバトル」を実施するなど、本への興味をもっていた

だくための働きかけを行ってまいります。 

 

〔新年度予算の規模〕 

これらの施策を中心に予算編成を行なった結果、令和２年度の一般会

計当初予算の総額は、９３億５，６０８万１千円となり、前年度と比べ 

４．０％の減となっております。 

特別会計につきましては、４会計で、６１億４，０６４万４千円、前

年度と比べ５．３％の減、企業会計である上水道事業会計の収益的支出
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及び資本的支出の合計額は、５億７，０２７万８千円、前年度と比べ０．

７％の減となっております。 

以上、令和２年度における主要施策につきまして、その概要を申し上

げました。 

 

〔おわりに〕 

最後になりましたが、災害等への支援につきましては、いまだに多く

の方々からふるさと納税といった形で、多大なるご支援をいただいてお

り、この場をお借りして感謝申し上げる次第でございます。 

皆さまから寄せられました支援につきましては、引き続き、復旧・復

興や防災・減災に関する事業などに活用させていただきます。 

今後は、本町まちづくりの根幹となる計画として、「第６次熊野町総合

計画」や「熊野町都市計画マスタープラン」を定めていくことになりま

す。防災減災の観点での検討を十分に行い、様々な施策に位置づける方

向で策定を進めてまいります。 

まずは復興計画を軌道に乗せて、復旧事業のスピードを加速させ、国

や県と連携を図りながら、強靭なまちづくりを進めてまいる所存でござ

いますので、議員各位をはじめ、住民の皆さまの格別なるご理解とご協

力を賜りますようお願い申し上げ、令和２年度の施政方針とさせていた

だきます。 


